
広
島
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号 

 
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
建
設

業
者
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
十
八
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

一

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
八
月
八
日 

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

中
和
建
設
工
業
株
式
会
社 

 
 

広
島
市
安
佐
南
区
上
安
二
丁
目
五
二
番
二
四
―
四
号 

 
 

代
表
取
締
役 

植
木 

善
治 

三

被
処
分
者
の
許
可
番
号 

 
 

広
島
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
六
四
五
八
号 

四

処
分
の
内
容 

１

停
止
を
命
じ
た
営
業
の
範
囲 

建
設
業
の
営
業
の
全
部 

２

営
業
の
停
止
を
命
じ
た
期
間 

令
和
四
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
四
年
八
月
二
十
四
日
ま
で 

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

被
処
分
者
の
役
員
は
、
令
和
二
年
十
月
十
一
日
頃
、
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
所
在
の
油
田
港
油
宇

西
Ａ
防
波
堤
灯
台
か
ら
真
方
位
二
三
二
度
約
九
二
五
メ
ー
ト
ル
付
近
海
域
で
廃
棄
物
で
あ
る
廃
ス
リ
ー
ブ

管
等
約
六
七
・
六
七
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
投
棄
し
、
も
っ
て
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
た
。 

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
同
役
員
は
、
広
島
簡
易
裁
判
所
か
ら
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
違

反
に
よ
り
、
罰
金
三
〇
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
、
令
和
三
年
六
月
二
十
一
日
に
そ
の
刑
が
確
定
し
た
。 

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 


